
東海第二発電所 工事計画審査資料 

資料番号 工認-218 改 1 

提出年月日 平成 30年 4 月 24 日

 

日本原子力発電株式会社 

東海第二発電所 工事計画審査資料 

（本文） 

設計及び工事に係る品質管理の方法等 

（1 原子炉本体） 

（2 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 

（3  原子炉冷却系統施設） 

（3  原子炉冷却系統施設 蒸気タービン） 

（4  計測制御系統施設） 

（5 放射性廃棄物の廃棄施設） 

（6  放射線管理施設） 

（7  原子炉格納施設） 

（8  その他発電用原子炉の附属施設 1  非常用電源設備） 

（8  その他発電用原子炉の附属施設 2 常用電源設備） 

（8  その他発電用原子炉の附属施設 3 補助ボイラー） 

（8  その他発電用原子炉の附属施設 4 火災防護設備） 

（8  その他発電用原子炉の附属施設 5 浸水防護施設） 

（8  その他発電用原子炉の附属施設 6 補機駆動用燃料設備） 

（8  その他発電用原子炉の附属施設 7 非常用取水設備） 

（8  その他発電用原子炉の附属施設 9 緊急時対策所） 
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1 原子炉本体 

6 設計及び工事に係る品質管理の方法等 

 (1) 品質保証の実施に係る組織 

 (2) 保安活動の計画 

 (3) 保安活動の実施 

 (4) 保安活動の評価 

 (5) 保安活動の改善 
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2 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

6 設計及び工事に係る品質管理の方法等 

 (1) 品質保証の実施に係る組織 

 (2) 保安活動の計画 

 (3) 保安活動の実施 

 (4) 保安活動の評価 

 (5) 保安活動の改善 
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3  原子炉冷却系統施設 

12 設計及び工事に係る品質管理の方法等 

 (1) 品質保証の実施に係る組織 

 (2) 保安活動の計画 

 (3) 保安活動の実施 

 (4) 保安活動の評価 

 (5) 保安活動の改善 
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3  原子炉冷却系統施設（蒸気タービン） 

4 設計及び工事に係る品質管理の方法等 

 (1) 品質保証の実施に係る組織 

 (2) 保安活動の計画 

 (3) 保安活動の実施 

 (4) 保安活動の評価 

  (5) 保安活動の改善 
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4  計測制御系統施設 

11 設計及び工事に係る品質管理の方法等 

 (1) 品質保証の実施に係る組織 

 (2) 保安活動の計画 

 (3) 保安活動の実施 

 (4) 保安活動の評価 

  (5) 保安活動の改善 
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5 放射性廃棄物の廃棄施設 

6 設計及び工事に係る品質管理の方法等 

 (1) 品質保証の実施に係る組織 

 (2) 保安活動の計画 

 (3) 保安活動の実施 

 (4) 保安活動の評価 

  (5) 保安活動の改善 
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6  放射線管理施設 

5 設計及び工事に係る品質管理の方法等 

 (1) 品質保証の実施に係る組織 

 (2) 保安活動の計画 

 (3) 保安活動の実施 

 (4) 保安活動の評価 

  (5) 保安活動の改善 
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7  原子炉格納施設 

5 設計及び工事に係る品質管理の方法等 

 (1) 品質保証の実施に係る組織 

 (2) 保安活動の計画 

 (3) 保安活動の実施 

 (4) 保安活動の評価 

  (5) 保安活動の改善 
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8  その他発電用原子炉の附属施設 

 1  非常用電源設備 

  5 設計及び工事に係る品質管理の方法等 

 (1) 品質保証の実施に係る組織 

 (2) 保安活動の計画 

 (3) 保安活動の実施 

  (4) 保安活動の評価 

   (5) 保安活動の改善 
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8  その他発電用原子炉の附属施設 

 2 常用電源設備 

   5 設計及び工事に係る品質管理の方法等 

  (1) 品質保証の実施に係る組織 

  (2) 保安活動の計画 

  (3) 保安活動の実施 

  (4) 保安活動の評価 

   (5) 保安活動の改善 
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8  その他発電用原子炉の附属施設 

3 補助ボイラー 

16 設計及び工事に係る品質管理の方法等 

 (1) 品質保証の実施に係る組織 

 (2) 保安活動の計画 

 (3) 保安活動の実施 

 (4) 保安活動の評価 

   (5) 保安活動の改善 
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8  その他発電用原子炉の附属施設 

4 火災防護設備 

  4 設計及び工事に係る品質管理の方法等 

 (1) 品質保証の実施に係る組織 

 (2) 保安活動の計画 

  (3) 保安活動の実施 

  (4) 保安活動の評価 

   (5) 保安活動の改善 
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8  その他発電用原子炉の附属施設 

5 浸水防護施設 

4 設計及び工事に係る品質管理の方法等 

 (1) 品質保証の実施に係る組織 

 (2) 保安活動の計画 

 (3) 保安活動の実施 

 (4) 保安活動の評価 

   (5) 保安活動の改善 
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8  その他発電用原子炉の附属施設 

6 補機駆動用燃料設備 

3 設計及び工事に係る品質管理の方法等 

 (1) 品質保証の実施に係る組織 

 (2) 保安活動の計画 

 (3) 保安活動の実施 

 (4) 保安活動の評価 

  (5) 保安活動の改善 
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8  その他発電用原子炉の附属施設 

7 非常用取水設備 

  3 設計及び工事に係る品質管理の方法等 

 (1) 品質保証の実施に係る組織 

 (2) 保安活動の計画 

 (3) 保安活動の実施 

 (4) 保安活動の評価 

  (5) 保安活動の改善 
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8  その他発電用原子炉の附属施設 

9 緊急時対策所 

  3 設計及び工事に係る品質管理の方法等 

 (1) 品質保証の実施に係る組織 

 (2) 保安活動の計画 

 (3) 保安活動の実施 

 (4) 保安活動の評価 

  (5) 保安活動の改善 

 

82



83



84


